
�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年３月２５日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一
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�公表第５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年３月２５日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成１６年２月２０日

中 央 児 童 相 談 所 平成１６年４月２０日

南 予 児 童 相 談 所 平成１６年５月１８日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金については、適期収入に留意す

るとともに滞納繰越分の整理についてもなお一層の努力が望まれ

る。 （東予児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金については、適期収入に留意す

るとともに滞納繰越分の整理についても一層の努力が望まれる。

（中央児童相談所）

（南予児童相談所）

（措置の内容）

１ 東予児童相談所

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して

、措置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に

努めました。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書の送付、

電話や担当福祉司の家庭訪問等による納入促進に努めました。

平成１６年１０月には、徴収検討会議を開催し、未納者リストを作

成、家庭の状況の把握、徴収方法の検討を行ない督促を実施しま

した。

今年度は特に高額滞納者を重点に対応し、債務承認の手続き（

時効の中断）１件、家族の自己破産に伴う後見人選任を四国中央

市長に申請１件を行いました。

これらの結果、平成１６年度における滞納繰越分の納入は、平成

１７年１月３１日現在６８２，８８０円であり、前年度同期と比べ件数では

１０件減少したもの、金額では３９０，８２０円の増額となりました。

（１５年度 ５６件２９２，０６０円、１６年度 ４６件６８２，８８０円）

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分

については、保護者との連絡を密にするなど収入の確保に一層努

めます。

２ 中央児童相談所

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して

、措置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に

努めました。

平成１５年度から制定した「児童福祉施設入所負担金徴収マニュ

アル」に基づき、平成１６年１０月に徴収検討会議を開催し、所内に

滞納整理班を設け、個人別滞納整理表の作成により世帯状況を整

理するとともに、１６年１１月末から収入のある者への一斉電話督促

を、１６年１２月から１７年１月にかけて世帯訪問を実施しました。

その結果、平成１６年度における滞納繰越分の納入は、１７年１月

末現在で１２５件・２，０７０，４５０円であり、前年度同期と比べ４５件・

３６３，６８０円増となりました。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分

については、保護者との連絡を密にするなど収入の確保に一層努

めます。

３ 南予児童相談所

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して

、措置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に

努めました。

滞納となったものについては、督促状、催告書の送付、電話に

よる催告、担当者の家庭訪問による納入催告を行いました。

また、平成１６年は、４回の徴収検討会議を開催し、家庭の状況

の把握、徴収方法の検討を行い督促を実施しました。

これらの結果、平成１６年度における滞納繰越分の納入は、平成

１７年１月３１日現在で７２件・１，０９０，６００円であり、前年度同期と比

べ件数では２件減少したが納入額では１０２，４６０円増となりました

。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分

については、保護者との連絡を密にするなど収入の確保に一層努

めます。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

西 条 地 方 局 建 設 部 平成１６年８月２３日

松 山 地 方 局 久 万 土 木 事 務 所 平成１６年９月１３日

松 山 地 方 局 産 業 経 済 部 平成１６年９月８日

（監査の結果）

１ 作業服等の購入方法（分割発注の採用）に留意を要するものが

認められた。 （西条地方局建設部）

毎週（火・金）曜日発行 第１６４４号外４ 平成１７年３月２５日

平成１７年３月２５日金曜日 第１６４４号外４
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�公表第６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年３月２５日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

（松山地方局久万土木事務所）

２ 地域水産物供給基盤整備補助事業（平成１５年度上灘漁港宮崎西

防波堤新設工事：双海町施工分）において、基礎捨石工、上部工

（コンクリート打設）及び共通仮設費（監督員経費、ドック損料

）に係る設計積算の審査に留意を要するものが認められた。

（松山地方局産業経済部）

３ パソコンの購入方法（分割発注の採用）に留意を要するものが

認められた。 （松山地方局産業経済部）

（措置の内容）

１�西条地方局建設部
作業服等に限らず、同時期にまとめて購入することが適当と認

められる同種の物品については、一括して契約することとした。

�松山地方局久万土木事務所
作業服等の購入について、年度当初同時期に、品目別に分割し

て１者から購入していたが、今後は、同時期に購入するものにつ

いては、一括して複数業者から見積もりを徴し、契約する。

２ 松山地方局産業経済部

工事の設計積算にあたっては、毎年市町村職員の研修等を通じ

資質向上に努めるとともに、地方局、漁港課において設計審査を

おこなっているところであるが、今回の指摘を受けてより一層の

厳正な審査に努めるため、設計積算方法の徹底と審査・検算の強

化を目的とした具体的な設計書の作成及び審査の改善策を策定し

、関係者へ周知徹底して適正な執行に努めることとした。

なお、特に県の審査については、地方局と漁港課の二重チェッ

クが的確に機能するよう、それぞれの分担する審査項目を明確に

区分して対応することとした。

３ 松山地方局産業経済部

今後、複数の同一備品を購入する際には、一括発注し、安価購

入に努めるよう、職員の指導を徹底した。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

建 築 住 宅 課 平成１６年１０月１２日

（監査の結果）

住宅貸付損害金については、適期収入に留意するとともに滞納繰

越分の整理についても一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

１５年度末時点における住宅貸付損害金（３０名１４，５７５，７９８円、併せ

て滞納している住宅貸付料１９，７０６，０８０円）の滞納者に対しては、住

宅貸付料滞納分とともに催告通知、訪問指導等を行い未収金の回収

に努めている。

１６年度については、損害金は１名８，０００円、住宅貸付料滞納金は

４名３８６，３００円の納入があり、今後とも地方局と連携しながら収入

の確保に努めることとしている。

平成１７年３月２５日 印刷
平成１７年３月２５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２

愛 媛 県 報平成１７年３月２５日 第１６４４号外４


